
 
会
計
年
度
任
用
職
員
の

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布

 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

和 

島 

美 

枝 

子 

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号 

 
 

 

会
計
年
度
任
用
職
員
の

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

会
計
年
度
任
用
職
員
の

に
関
す
る
規
則

令
和
元
年
十
二
月
奈
良
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
二
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

第
八
条
第
一
項
中

第
一
項
第
十
五
号

を

第
一
項
第
十
六
号

に
改
め
る

 

第
九
条
第
一
項
第
三
号
中

風
水
震
火
災
そ
の
他
の
非
常
災
害

を

そ
の
他

の
災
害

に
改
め

同
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

四 

そ
の
他
の
災
害
に
よ
り
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
こ
れ
ら

に
準
ず
る
場
合

会
計
年
度
任
用
職
員
が
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合 

七
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間 

ア 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
現
住
居
が
滅
失

又
は
損
壊
し
た
場
合

当
該
会
計
年
度
任
用

職
員
が
そ
の
復
旧
作
業
等
を
行

又
は
一
時
的
に
避
難
し
て
い
る
場
合 

イ 

会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
生
活
に

必
要
な

食
料
等
が
著
し
く
不
足
し
て
い
る
場
合

当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
以
外
に
は

そ
れ
ら
の
確
保
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合 

 

第
九
条
第
一
項
中
第
十
八
号
を
第
二
十
号

第
十
七
号
を
第
十
九
号

第
十
六
号
を
第
十

八
号

同
項
第
十
五
号
中

第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
及
び
次
項
第
五
号

を

第
十
七
号

か
ら
第
二
十
号
ま
で

に
改
め

同
号
を
同
項
第
十
六
号
と
し

同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

 

十
七 

勤
務
時
間
条
例
第
九
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る

の
通
院
等
の
付
添

要
介
護
者
が
介
護

の
提
供
を
受
け
る
た

め
に
必
要
な
手
続
の
代
行
そ
の
他
の
要
介
護
者
の
必
要
な
世
話
を
行
う
会
計
年
度
任
用
職
員

当
該
世
話
を
行
う
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

一
年
度
に
お
い

て

が
二
人
以
上
の
場
合

の
範
囲
内
の
期
間 

第
九
条
第
一
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し

第
七
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ

第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る

 

七 

会
計
年
度
任
用
職
員
が
骨
髄
移
植
の
た
め
の
骨
髄
若
し
く
は
末
梢
血
幹
細
胞
移
植
の
た
め
の
末



梢
血
幹
細
胞
の
提
供
希
望
者
と
し
て
そ
の
登
録
を
実
施
す
る
者
に
対
し
て
登
録
の
申
出
を
行

又
は

び
兄
弟
姉
妹
以
外
の
者

骨
髄
移
植
の
た
め
骨
髄
若
し
く
は
末
梢

血
幹
細
胞
移
植
の
た
め
末
梢
血
幹
細
胞
を
提
供
す
る
場
合

当
該
申
出
又
は
提
供
に
伴
い
必
要

な

の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

そ
の
都
度

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間 

 

第
九
条
第
二
項
中
第
三
号
を
削

第
四
号
を
第
三
号

第
五
号
を
削
る

 

 
 

 

附 

則 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
規
則

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正

 

２ 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 
 

第
十
四
条
の
三
中

第
九
条
第
一
項
第
十
一
号

を

第
九
条
第
一
項
第
十
二
号

に
改
め
る
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